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三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
世
界
各
国
に
お
け
る
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
を
め
ぐ
る
犯
罪
行
為
等
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
世
界
各
国
に
お
け
る
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
を
め
ぐ
る
犯
罪
行
為
等
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
定
義
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
が
、
自
家
用
車
の
運
転
者

個
人
が
自
家
用
車
を
用
い
て
他
人
を
有
償
で
運
送
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
当
該
運
転
者
と
乗
客
と
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
を
通
じ
て
仲
介
す
る
も
の
（
以
下
「
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
お
答
え

す
れ
ば
、
政
府
と
し
て
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
は
、
韓
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ド

イ
ツ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
英
国
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
及
び
米
国

の
一
部
の
地
域
に
お
い
て
、
禁
止
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
許
可
制
等
の
一
定
の
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
撤
退
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限

一



り
で
は
、
ウ
ー
バ
ー
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
・
イ
ン
ク
社
及
び
そ
の
関
係
会
社
が
提
供
す
る
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い

て
、
韓
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
中
止
さ
れ
た
。

一
の
�
に
つ
い
て

自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
、
諸
外
国
に
お
い
て
、
禁
止
さ
れ
、
又
は
何
ら
か
の
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
理
由
に

つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
確
定
的
な
情
報
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
乗
客
の
安
全
と
運
転
手
の
権
利
が
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
く
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
傷
害
・
窃
盗
・
暴
行
等
」
の
具
体
的
に
指
し
示
す
範
囲
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
自
家
用
車

ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
従
事
し
た
運
転
者
（
以
下
「
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
運
転
者
」
と
い
う
。
）
が
起
こ
し
た
事
件
と
し
て
報
道
さ
れ

た
も
の
に
係
る
情
報
を
収
集
し
た
。

こ
の
収
集
さ
れ
た
情
報
（
以
下
「
収
集
情
報
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
運
転
者
が
起
こ
し
た
事
件
の
う

ち
、
当
該
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
運
転
者
が
逮
捕
又
は
起
訴
さ
れ
た
も
の
が
発
生
し
た
時
期
及
び
都
市
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

二



平
成
二
十
五
年
十
二
月

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

平
成
二
十
六
年
六
月

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

同
年
七
月

シ
カ
ゴ

同
年
九
月

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

同
年
十
二
月

ボ
ス
ト
ン

同
年
同
月

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー

平
成
二
十
七
年
一
月

メ
ル
ボ
ル
ン

同
年
六
月

シ
カ
ゴ

同
年
同
月

パ
ー
ス

同
年
九
月

ゴ
ー
ル
ド
コ
ー
ス
ト

同
年
十
月

シ
ド
ニ
ー

ま
た
、
収
集
情
報
に
基
づ
き
、
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
運
転
者
が
起
こ
し
た
事
件
の
う
ち
、
当
該
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
運
転
者
が
逮
捕

又
は
起
訴
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
発
生
し
た
時
期
及
び
都
市
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で

三



あ
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月

シ
カ
ゴ

平
成
二
十
七
年
三
月

シ
カ
ゴ

同
年
五
月

広
州

四


